
市第83号 

89 

 

 

 
市第83号議案 

   横浜市火災予防条例の一部改正 

 横浜市火災予防条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

   平成25年12月３日提出 

                 横浜市長 林   文 子 

横浜市条例（番号） 

   横浜市火災予防条例の一部を改正する条例 

 横浜市火災予防条例（昭和48年12月横浜市条例第70号）の一部を

次のように改正する。 

 第35条の３第４項の表中「、第５号イ」を「並びに第５号イ」に

改め、「並びに第６号」を削り、同表に次のように加える。 

 

 第35条の３第６項に次の１号を加える。 

 (7) 連動型住宅用防災警報器は、火災の発生を感知した場合に発 

信する火災信号を他の連動型住宅用防災警報器に確実に伝達で 

  き、及び他の連動型住宅用防災警報器から発せられた火災信号 

を確実に受信できるようにすること。 

 第35条の４第３項の表中「、第５号イ」を「並びに第５号イ」に 

改め、「並びに第６号」を削り、同表に次のように加える。 

第１項第６号に掲げる住宅の部分     

光電式住宅用防災警報器。ただし、光電式

住宅用防災警報器を設置することが適当で

ないと認められる場合は、定温式住宅用防

災警報器               

 

 

 

前条第１項第６号に掲げる住宅の部分   

光電式スポット型感知器。ただし、光電式

スポット型感知器を設置することが適当で

ないと認められる場合は、定温式スポット

型感知器（感知器等規格省令第２条第５号
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 第35条の５第２項を削る。 

 第69条第１項中「第４条」を「第３条の２」に改める。 

 第69条の２第１項第４号を削る。 

 別表第８自衛消防業務追加講習の本講習の項を削る。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成26年４月１日から施行する。ただし、第69条 

 の２第１項第４号を削る改正規定及び別表第８自衛消防業務追加 

 講習の本講習の項を削る改正規定は、同年６月１日から施行する 

 。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の際現に存する住宅（消防法（昭和23年法律第

186 号）第９条の２第１項に規定する住宅をいう。以下同じ。）

若しくは現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの

工事中の住宅又は平成31年３月31日までに新築、増築、改築、移

転、修繕若しくは模様替えの工事に着手する住宅におけるこの条

例による改正後の横浜市火災予防条例（以下「新条例」という。

）第35条の３第４項に規定する定温式住宅用防災警報器について

は、同項の規定にかかわらず、この条例による改正前の横浜市火

災予防条例（以下「旧条例」という。）第35条の５第２項に規定

する消防長が定める技術上の規格に適合する警報器（以下「消防

 に掲げるもののうち、感知器等規格省令第

14条第２項第１号で定める特種の試験に合

格したものであって、公称作動温度が60度

又は65度のものに限る。）       
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長が定める警報器」という。）によることができる。 

３ この条例の施行の際現に存する住宅又は現に新築、増築、改築

、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の住宅における新条例第

35条の３第４項に規定する定温式住宅用防災警報器及び消防長が

定める警報器に係る同条第２項第１号及び第３項に規定する設置

の基準については、これらの規定にかかわらず、旧条例第35条の

５第２項に規定する消防長が定める設置の基準によることができ

る。 

 

   提 案 理 由 

住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を

定める省令の一部改正に伴い定温式住宅用防災警報器等の設置及び

維持に関する基準の整備を図るとともに、自衛消防業務追加講習の

本講習の廃止に伴いその受講手数料を廃止する等のため、横浜市火

災予防条例の一部を改正したいので提案する。 
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 参  考  

   横 浜 市 火 災 予 防 条 例 （ 抜 粋 ） 

                     上 段  改 正 案     
                    (下 段  現  行)   

 （ 住 宅 用 防 災 警 報 器 の 設 置 及 び 維 持 に 関 す る 基 準 ） 

第 35 条 の ３  （ 第 １ 項 か ら 第 ３ 項 ま で 省 略 ） 

４  住 宅 用 防 災 警 報 器 は 、 次 の 表 の 左 欄 に 掲 げ る 住 宅 の 部 分 の 区 分 

 に 応 じ 、 同 表 の 右 欄 に 掲 げ る 種 別 の も の を 設 け な け れ ば な ら な い 

 。  

 

 住 宅 の 部 分    住宅用防災警報器の種別  

             並びに第５号  
第１項第１号から第４号まで       
             、第５号イ  

イ                   
 及びウ      に掲げる住宅の部分  
    並びに第６号          

    （省       略）  

               （省       略）              

第１項第６号に掲げる住宅の部分 

 

光電式住宅用防災警報器。ただし、光電式

 

住宅用防災警報器を設置することが適当で

 

ないと認められる場合は、定温式住宅用防

 

災警報器               

 
  

   （ 第 ５ 項 省 略 ） 

６  住 宅 用 防 災 警 報 器 は 、 前 各 項 に 定 め る も の の ほ か 、 次 に 掲 げ る 

 基 準 に よ り 設 置 し 、 及 び 維 持 し な け れ ば な ら な い 。 

   （ 第 １ 号 か ら 第 ６ 号 ま で 省 略 ） 

 (7)  連 動 型 住 宅 用 防 災 警 報 器 は 、 火 災 の 発 生 を 感 知 し た 場 合 に 発 
 

  信 す る 火 災 信 号 を 他 の 連 動 型 住 宅 用 防 災 警 報 器 に 確 実 に 伝 達 で 
 

  き 、 及 び 他 の 連 動 型 住 宅 用 防 災 警 報 器 か ら 発 せ ら れ た 火 災 信 号 
 

  を 確 実 に 受 信 で き る よ う に す る こ と 。 
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 （ 住 宅 用 防 災 報 知 設 備 の 設 置 及 び 維 持 に 関 す る 基 準 ） 

第 35 条 の ４  （ 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 省 略 ） 

３  感 知 器 は 、 次 の 表 の 左 欄 に 掲 げ る 住 宅 の 部 分 の 区 分 に 応 じ 、 同 

 表 の 右 欄 に 掲 げ る 種 別 の も の を 設 け な け れ ば な ら な い 。 

 

         住 宅 の 部 分   感 知 器 の 種 別 

               並びに第  
前条第１項第１号から第４号まで     
               、第５号  

５号イ                 
   及びウ      に掲げる住宅の  
イ     並びに第６号        

部分            

    （省       略）  

               （省       略）              

前条第１項第６号に掲げる住宅の部分  

 

光電式スポット型感知器。ただし、光電式

 

スポット型感知器を設置することが適当で

 

ないと認められる場合は、定温式スポット

 

型感知器（感知器等規格省令第２条第５号

 

に掲げるもののうち、感知器等規格省令第

 

14条第２項第１号で定める特種の試験に合

 

格したものであって、公称作動温度が60度

 

又は65度のものに限る。）       

 

 

   （ 第 ４ 項 か ら 第 ６ 項 ま で 省 略 ） 

 （ 設 置 の 免 除 ） 

第 35 条 の ５  （ 第 １ 項 省 略 ）   

                               
２  前 ３ 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 第 35 条 の ３ 第 １ 項 第 ６ 号 に 掲 げ る 

                               
 住 宅 の 部 分 に 、 火 災 の 発 生 を 未 然 に 又 は 早 期 に 感 知 し 、 及 び 報 知 

                               
 す る 警 報 器 で あ っ て 、 消 防 長 が 定 め る 技 術 上 の 規 格 に 適 合 す る も 

                               
 の を 消 防 長 が 定 め る 基 準 に 従 い 設 置 し た と き は 、 当 該 住 宅 の 部 分 
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 に 住 宅 用 防 災 警 報 器 等 を 設 置 し な い こ と が で き る 。 

 （ 防 火 管 理 者 ） 

第 69 条  次 に 掲 げ る 防 火 対 象 物 （ 令 第 １ 条 の ２ 第 ３ 項 に 定 め る も の 

 を 除 く 。） の 管 理 に つ い て 権 原 を 有 す る 者 は 、 法 第 ８ 条 第 １ 項 及 

        第 ３ 条 の ２ 
 び 令 第 ２ 条 か ら      ま で の 規 定 の 例 に よ り 、 令 第 ３ 条 第 １ 
        第 ４ 条    

 項 第 １ 号 に 定 め る 資 格 を 有 す る 者 の う ち か ら 防 火 管 理 者 を 定 め 、 

 必 要 な 業 務 を 行 わ せ な け れ ば な ら な い 。 

   （ 第 １ 号 か ら 第 ３ 号 ま で 、 第 ２ 項 及 び 第 ３ 項 省 略 ） 

 （ 甲 種 防 火 管 理 講 習 等 の 受 講 手 数 料 ） 

第 69 条 の ２  次 に 掲 げ る 消 防 長 が 行 う 講 習 を 受 け よ う と す る 者 は 、 

 別 表 第 ８ に 定 め る 額 の 手 数 料 を そ の 受 講 の 際 に 納 付 し な け れ ば な 

 ら な い 。 

   （ 第 １ 号 か ら 第 ３ 号 ま で 省 略 ） 

                               
(4)  消 防 法 施 行 規 則 第 ４ 条 の ２ の 13 第 ３ 号 の 規 定 に 基 づ き 、 同 条 

                               
  第 １ 号 及 び 第 ２ 号 に 掲 げ る 者 に 準 ず る 者 を 定 め る 件 （ 平 成 20 年 

                               
  消 防 庁 告 示 第 14 号 ） 第 １ 第 １ 号 に 規 定 す る 追 加 講 習 （ 以 下 「 自 

                      
  衛 消 防 業 務 追 加 講 習 」 と い う 。） の 本 講 習 

   （ 第 ２ 項 省 略 ） 

別 表 第 ８ （ 第 69 条 の ２ 第 １ 項 、 第 69 条 の ３ 第 ２ 項 ） 

区       分   手 数 料  

               （省       略）              

                

自衛消防業務追加講習の本講習   

              

     3,500円 

               （省       略）              

 


